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○中小企業等経営強化法施行規則抜粋（令和 8年 4月 1日時点） 

 

（診断及び指導に係る要件） 

第八条 法第六条の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。 

一 株式会社であること。 

二 金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第

六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者であ

る会社以外の会社であること。 

三 次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。 

イ 発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式が同一の大規模法人（資本金の額若しくは出

資の総額が一億円を超える法人又は資本金若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業

員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同

じ。）及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人（次の（１）から（３）までに掲げる会社とす

る。以下この号において同じ。）の所有に属している会社 

（１） 当該大規模法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社

の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社 

（２） 当該大規模法人及びこれと（１）に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の

株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一

以上に相当する場合における当該他の会社 

（３） 当該大規模法人並びにこれと（１）及び（２）に規定する特殊の関係のある会社が有す

る他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金

額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社 

ロ イに掲げるもののほか、発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人

と特殊の関係のある法人の所有に属している会社 

四 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和二十三年法律第百二十二号）第二

条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行

う会社でないこと。 

五 次のイからハまでのいずれかに該当する会社であること。 

イ 新規中小企業者（合併又は分割により設立されたものを除く。）のうち、法第二条第三項第二

号に該当するもの（ロ及びハにおいて「第二号新規中小企業者」という。）であって次の（１）か

ら（３）までのいずれかの要件を満たすものであること又は同項第三号に該当するものであるこ

と。 

（１） 前事業年度において試験研究費等合計額の中小企業等経営強化法施行令（平成十一年政

令第二百一号）第三条第二項に規定する収入金額（第十条第一項第二号ロにおいて「収入金額」

という。）に対する割合が百分の三を超えるもの又は売上高成長率（前事業年度の売上高の額（事

業年度の期間が一年未満の場合にあっては、当該売上高の額を一年当たりの額に換算した額。以

下この（１）において同じ。）の前々事業年度の売上高の額に対する割合又は前事業年度の売上高

の額の設立後最初の事業年度（以下「設立事業年度」という。）の売上高の額に対する割合を設立

事業年度の次の事業年度から前事業年度までの事業年度の数で乗根して得た割合をいう。以下同

じ。）が百分の百二十五を超えるもの 
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（２） 設立の日以後の期間が一年未満の会社であって、常勤の研究者の数が二人以上であり、

かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるも

の 

（３） 設立の日以後の期間が二年未満の会社であって、常勤の新事業活動従事者（法第二条第

七項に規定する新事業活動に従事する者であって研究者に該当しない者をいう。以下この（３）

において同じ。）の数が二人以上であり、かつ、当該新事業活動従事者の数の常勤の役員及び従業

員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの 

ロ イ（１）から（３）までに掲げる要件のいずれかを満たす第二号新規中小企業者（合併又は

分割により設立されたものを除く。）であって次の（１）又は（２）に掲げる会社の区分に応じ、

当該（１）又は（２）に定める要件に該当するものであること。 

（１） 設立の日以後の期間が一年未満の会社（設立事業年度を経過していないものに限る。） 

事業の将来における成長発展に向けた事業計画（当該設立事業年度における試験研究費等合計額

（事業年度の期間が一年未満の場合にあっては、当該試験研究費等合計額を一年当たりの額に換

算した額。（２）において同じ。）の出資金額に対する割合が百分の三十を超える見込みを記載し

たものに限る。）を有すること。 

（２） 設立の日以後の期間が一年未満の会社（設立事業年度を経過しているものに限る。）又は

設立の日以後の期間が一年以上の会社 設立後の各事業年度における営業損益金額（営業収益か

ら営業費用を減じて得た額をいう。）が零未満であり、かつ、次の（ｉ）又は（ｉｉ）のいずれか

に該当するものであること。 

（ｉ） 設立後の各事業年度における売上高が零であるもの 

（ｉｉ） 前事業年度において試験研究費等合計額の出資金額に対する割合が百分の三十を超え

るもの 

ハ その設立の日の属する年十二月三十一日において、イ（１）から（３）までに掲げる要件の

いずれかを満たす設立の日以後の期間が一年未満の第二号新規中小企業者（合併又は分割により

設立されたもの、及び他の事業者からその全部又は一部を譲り受けた事業を主たる事業とするも

のを除く。）であって次の（１）又は（２）に掲げる会社の区分に応じ、当該（１）又は（２）に

定める要件に該当するものであること。 

（１） 設立事業年度を経過していない会社 事業の将来における成長発展に向けた事業計画

（当該設立事業年度における販売費及び一般管理費の合計額（事業年度の期間が一年未満の場合

にあっては、当該販売費及び一般管理費の合計額を一年当たりの額に換算した額。（２）において

同じ。）が当該会社の出資金額の百分の三十を超える見込みを記載したものに限る。）を有するこ

と。 

（２） 設立事業年度を経過している会社 前事業年度において販売費及び一般管理費の合計額

の当該会社の出資金額に対する割合が百分の三十を超えるものであること。 

六 次のイからハまでのいずれかに掲げる会社の区分に応じ、当該イからハまでのいずれかに定

める要件に該当するものであること。 

イ 前号イに掲げるものに該当する会社 株主グループ（株主の一人並びに当該株主と法人税法

施行令（昭和四十年政令第九十七号）第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人及び同条第

二項に規定する特殊の関係のある法人をいう。以下この号において同じ。）のうちその有する株式

の総数が投資を受けた時点において発行済株式の総数の十分の三以上であるものが有する株式の
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合計数が、発行済株式の総数の六分の五を超えないものであること。ただし、株主グループのう

ちその有する株式の総数が最も多いものが、投資を受けた時点において発行済株式の総数の二分

の一を超える数の株式を有するものにあっては、当該株主グループの有する株式の総数が、発行

済株式の総数の六分の五を超えないものであること。 

ロ 前号ロに掲げるものに該当する会社 株主グループのうちその有する株式の総数が投資を受

けた時点において発行済株式の総数の十分の三以上であるものが有する株式の合計数が、発行済

株式の総数の二十分の十九を超えないものであること。ただし、株主グループのうちその有する

株式の総数が最も多いものが、投資を受けた時点において発行済株式の総数の二分の一を超える

数の株式を有するものにあっては、当該株主グループの有する株式の総数が、発行済株式の総数

の二十分の十九を超えないものであること。 

ハ 前号ハに掲げるものに該当する会社 株主グループのうちその有する株式の総数がその設立

の日の属する年十二月三十一日において発行済株式の総数の十分の三以上であるものが有する株

式の合計数が、発行済株式の総数の百分の九十九を超えないものであること。ただし、株主グル

ープのうちその有する株式の総数が最も多いものが、同日において発行済株式の総数の二分の一

を超える数の株式を有するものにあっては、当該株主グループの有する株式の総数が、発行済株

式の総数の百分の九十九を超えないものであること。 

（特定新規中小企業者の確認） 

第九条 新規中小企業者は、前条各号（同条第五号ハ及び第六号ハを除く。）に掲げる要件に該当

することについて、当該新規中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事（以下

単に「都道府県知事」という。）の確認を受けることができる。 

２ 前項の確認を受けようとする新規中小企業者は、様式第一による申請書一通を都道府県知事

に提出するものとする。 

３ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

一 登記事項証明書 

二 申請日におけるその株主名簿 

三 常時使用する従業員数を証する書面 

四 申請日の属する事業年度の直前事業年度（次号において「基準事業年度」という。）における

貸借対照表及び損益計算書（設立事業年度を経過している場合に限る。） 

五 基準事業年度の直前事業年度又は設立事業年度から基準事業年度の直前事業年度までの事業

年度における貸借対照表及び損益計算書（前条第五号イ（１）に掲げるもののうち、売上高成長

率に係るものに該当するものであることを証する場合に限る。） 

六 前条第五号ロ（１）に規定する事業計画に係る事業計画書（事業概要及び経営者の略歴が記

載されたものに限る。）（同号ロ（１）に該当するものであることを証する場合に限る。） 

七 設立後の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書（前条第五号ロ（２）に該当するも

のであることを証する場合に限る。） 

八 前各号に掲げるもののほか、参考となる書類 

４ 都道府県知事は、第二項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を

受けた日から、原則として一月以内に、申請者である第二項の新規中小企業者に対して、様式第

三による確認書を交付するものとする。 
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５ 都道府県知事は、あらかじめ、申請者である第二項の新規中小企業者の承諾を得て、前項の

規定による確認書の交付に代えて、当該確認書に記載すべき事項を記録した電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をい

う。以下同じ。）を提供することができる。この場合において、当該都道府県知事は、同項の規定

による確認書の交付を行ったものとみなす。 

６ 都道府県知事は、第四項の確認をしないときは、申請者である第二項の新規中小企業者に対

して、様式第四によりその旨を通知するものとする。 

７ 都道府県知事は、第四項の確認書を交付したときは、同項の確認書の交付を受けた特定新規

中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法

により公表することができる。 

８ 経済産業大臣は、特定新規中小企業者の資金調達の円滑な実施に関して必要があると認める

ときは、都道府県知事に対し、第四項の確認書の交付を受けた特定新規中小企業者の名称、代表

者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。 

９ 経済産業大臣は、前項の都道府県知事から情報の提供を受けたときは、第四項の確認書の交

付を受けた特定新規中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項をインターネット

の利用その他の方法により速やかに公表するものとする。 

第十条 前条第一項の規定による確認を受けようとする新規中小企業者は、同項の確認に加え、

次に掲げる要件のいずれかに該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができ

る。この場合においては、前条第二項の様式第一による申請書に代えて、様式第二による申請書

を都道府県知事に提出するものとする。 

一 設立の日以後の期間が一年未満の会社（設立事業年度を経過していないものに限る。）であっ

て、事業の将来における成長発展に向けた事業計画を有するもの 

二 次のイ及びロのいずれにも該当するものであること。 

イ 設立の日以後の期間が五年未満の会社であって、設立後の各事業年度における営業活動によ

るキャッシュ・フロー（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和三十八年大蔵

省令第五十九号）第百十二条第一号に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローをいう。）が零未

満であるもの 

ロ 次の（１）から（４）までのいずれかに該当するもの 

（１） 設立の日以後の期間が一年未満の会社（設立事業年度を経過しているものに限る。）であ

って、前事業年度において試験研究費等合計額の収入金額に対する割合が百分の五を超えるもの

又は第八条第五号イ（２）若しくは（３）に該当するもの 

（２） 設立の日以後の期間が一年以上二年未満の会社であって、前事業年度において試験研究

費等合計額の収入金額に対する割合が百分の五を超えるもの、売上高成長率が百分の百二十五を

超えるもの又は第八条第五号イ（３）に該当するもの 

（３） 設立の日以後の期間が二年以上三年未満の会社であって、前事業年度において試験研究

費等合計額の収入金額に対する割合が百分の五を超えるもの又は売上高成長率が百分の百二十五

を超えるもの 

（４） 設立の日以後の期間が三年以上五年未満の会社であって、前事業年度において試験研究

費等合計額の収入金額に対する割合が百分の五を超えるもの 
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２ 前項の確認の申請は、前条第一項の確認の申請と同時に行わなければならない。この場合に

おいて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を同条第二項の申請書に添

付するものとする。 

一 前項第一号に掲げる要件に該当するものであることの確認を受けようとする場合 次のイ及

びロに掲げる書類 

イ 前項第一号に規定する事業計画に係る事業計画書（事業概要、売上高の見込み及び経営者の

略歴が記載されたものに限る。） 

ロ 法人税法第百四十八条第一項に規定する届出書の写し 

二 前項第二号に掲げる要件に該当するものであることの確認を受けようとする場合 次のイ及

びロに掲げる書類 

イ 設立後の各事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書 

ロ 設立後の各事業年度に係るキャッシュ・フロー計算書 

３ 都道府県知事は、第一項の確認をしないときは、同項の確認の申請の日から、原則として一

月以内に、申請者である同項の新規中小企業者に対して、様式第五によりその旨を通知するもの

とする。 

（特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認） 

第十一条 法第七条の規定による確認を受けようとする法第六条に規定する特定新規中小企業者

は、基準日（当該特定新規中小企業者の発行する株式の払込みの期日（払込みの期間を定めた場

合にあっては、出資の履行をした日）又は当該株式が当該特定新規中小企業者の設立に際して発

行された場合は、当該設立の日（当該特定新規中小企業者が第八条第五号ハに該当する会社であ

る場合は、当該設立の日の属する年十二月三十一日）をいう。次項第一号ロ及びニ、次項第二号

イからハまで並びに第十二条の二第一項第一号において同じ。）ごとに、様式第六による申請書を

都道府県知事に提出するものとする。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

一 当該特定新規中小企業者（第九条第一項の確認を受けていないもの及び同項の確認を受けた

後にその主たる事務所を他の都道府県に移転したものに限る。以下この号において同じ。）が法第

六条に規定する要件に該当することを証する書類として次に掲げる書類 

イ 登記事項証明書 

ロ 基準日におけるその株主名簿 

ハ 常時使用する従業員数を証する書面 

ニ 基準日の属する事業年度の直前事業年度（ホにおいて「基準事業年度」という。）における貸

借対照表及び損益計算書（設立事業年度を経過している場合に限る。） 

ホ 基準事業年度の直前事業年度又は設立事業年度から基準事業年度の直前事業年度までの事業

年度における貸借対照表及び損益計算書（第八条第五号イ（１）に掲げるもののうち、売上高成

長率に係るものに該当するものであることを証する場合に限る。） 

ヘ 第八条第五号ロ（１）又はハ（１）に規定する事業計画に係る事業計画書（事業概要及び経

営者の略歴が記載されたものに限る。）（同号ロ（１）又はハ（１）に該当するものであることを

証する場合に限る。） 

ト 設立後の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書（第八条第五号ロ（２）に該当する

ものであることを証する場合に限る。） 
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チ 定款（会社法第四百六十六条の規定による変更をしていないものに限る。）（第八条第五号ハ

及び第六号ハに掲げるもののいずれにも該当するものであることを証する場合に限る。） 

リ イからチまでに掲げるもののほか、参考となる書類 

二 当該特定新規中小企業者（第九条第一項の確認を受けたもの（同項の確認を受けた後にその

主たる事務所を他の都道府県に移転していないものに限る。）に限る。）が法第六条に規定する要

件に該当することを証する書類として次に掲げる書類 

イ 第九条第四項の確認書（基準日の属する事業年度において基準日以前に交付されたものに限

る。） 

ロ 基準日において第八条各号に掲げる特定新規中小企業者の要件に該当する旨の様式第八によ

る宣言書 

ハ 基準日におけるその株主名簿 

ニ イからハまでに掲げるもののほか、参考となる書類 

三 前項の特定新規中小企業者により発行される株式を同項の個人が払込みにより取得したこと

を証する書類として次に掲げる書類 

イ 会社法第三十四条第一項又は同法第二百八条第一項の規定による払込みがあったことを証す

る書面 

ロ 外部からの投資を受けて事業活動を行うに当たり、個人からの金銭による払込みを受けて株

式を発行するときに、その株式の発行による資金調達を円滑に実施するために必要となる投資に

関する契約を締結した契約書の写し（第八条第五号ハ及び第六号ハに掲げる要件のいずれにも該

当するものであることを証する場合には、当該契約書の写し又は第一項の特定新規中小企業者に

より発行される株式の管理に関する契約を締結した契約書の写し） 

ハ イ及びロに掲げるもののほか、参考となる書類 

四 前項の個人が同項の特定新規中小企業者により発行される株式であって、新株予約権（租税

特別措置法施行令（昭和三十二年政令第四十三号）第二十五条の十二第四項各号又は第二十六条

の二十八の三第三項各号に掲げる新株予約権に限る。以下この条において同じ。）の行使により発

行されたものを払込みにより取得した場合にあっては、当該新株予約権を当該個人が払込みによ

り取得したことを証する書類として次に掲げる書類 

イ 会社法第二百四十六条第一項の規定による払込みがあったことを証する書面 

ロ 個人からの金銭による払込みを受けて新株予約権を発行するときに締結した投資に関する契

約書の写し 

ハ 当該新株予約権の割当日（会社法第二百三十八条第一項第四号に規定する割当日をいう。）に

おける新株予約権原簿 

ニ イからハまでに掲げるもののほか、参考となる書類 

３ 第一項の特定新規中小企業者により発行される株式を同項の個人が民法組合等（民法第六百

六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合又は投資事業有限責任組合をいう。）を

通じて取得した場合にあっては、当該特定新規中小企業者は、前項各号に掲げる書類のほか、次

に掲げる書類を添付するものとする。 

一 当該民法組合等の組合契約書の写し 
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二 当該民法組合等が取得した当該株式（会社法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式又

は同法第百九十九条第一項に規定する募集株式に限る。次項第二号において同じ。）の引受けの申

込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面 

三 様式第九による当該民法組合等が民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は投資事

業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約によって成

立するものである旨を誓約する書面 

４ 第一項の個人が同項の特定新規中小企業者により発行される株式を、当該個人が受益者とな

った信託（指定金銭信託であって、合同運用信託（所得税法（昭和四十年法律第三十三号）第二

条第一項第十一号に規定する合同運用信託をいう。）以外のものに限る。以下同じ。）の財産とし

て取得した場合にあっては、当該特定新規中小企業者は、第二項各号に掲げる書類のほか、次に

掲げる書類を添付するものとする。 

一 当該信託に係る信託契約書の写し 

二 当該信託の財産として取得した当該株式の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約

を証する書面 

三 前二号に掲げるもののほか、参考となる書類 

５ 都道府県知事は、第一項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を

受けた日から、原則として一月以内に、申請者である第一項の特定新規中小企業者に対して、様

式第十による確認書を交付するものとする。 

６ 都道府県知事は、あらかじめ、第一項の特定新規中小企業者の承諾を得て、前項の規定によ

る確認書の交付に代えて、当該確認書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供することが

できる。この場合において、当該都道府県知事は、同項の規定による確認書の交付を行ったもの

とみなす。 

７ 都道府県知事は、第五項の確認をしないときは、申請者である第一項の特定新規中小企業者

に対して、様式第十一によりその旨を通知するものとする。 

第十二条 第八条第五号イ又はロ及び第六号イ又はロに掲げる要件に該当する特定新規中小企業

者（第十条第一項の確認を受けていないものに限る。）は、前条第一項の確認に加え、第十条第一

項第一号又は第二号に該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。この

場合においては、前条第一項の様式第六による申請書に代えて、様式第七による申請書を都道府

県知事に提出するものとする。 

２ 第十条第二項及び第三項の規定は、前項の確認の申請について準用する。この場合におい

て、第十条第二項中「同条第二項」とあるのは「同条第一項」と、同条第三項中「新規中小企業

者」とあるのは「特定新規中小企業者」と、「様式第五」とあるのは「様式第十二」と読み替える

ものとする。 

（特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認の取消し） 

第十二条の二 都道府県知事は、第十一条第一項の確認を受けた者が次のいずれかに該当すると

きは、当該者に対し、当該確認を取り消すことができる。 

一 基準日において特定新規中小企業者でないことが明らかになったとき。 

二 第十一条第一項の確認の申請に際して不正又は虚偽の申請を行ったとき。 
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２ 都道府県知事は、前項の規定により第十一条第一項の確認を取り消した場合においては、当

該確認を受けた者に対して、様式第十二の二により当該確認を取り消した旨を通知し、当該確認

に係る確認書の返還を求めることとする。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定により第十一条第一項の確認を取り消したときは、当該確認

を受けた者の所在地の所轄税務署長にその旨を通知するとともに、その旨を公示しなければなら

ない。 


